
（3）館林市議会だより　　　（ 2. 2. 1 ）

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
＝
建
築
物
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
省
エ
ネ
性
能
向
上
計
画

の
認
定
及
び
変
更
認
定
の
対
象

に
、
複
数
建
築
物
の
連
携
に
よ

る
取
組
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
伴

い
、
新
た
に
当
該
認
定
申
請
に

係
る
手
数
料
を
追
加
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
国
家
公
務
員
及
び
群
馬

県
職
員
の
給
与
改
定
を
踏
ま
え
、

本
市
職
員
の
給
料
月
額
を
初
任

給
及
び
若
年
層
に
重
点
を
置
い

て
平
成
31
年
４
月
１
日
に
遡
及

し
て
平
均
０
・
１
％
引
き
上
げ

る
ほ
か
、
住
居
手
当
の
支
給
対

象
と
な
る
家
賃
額
の
下
限
を
４

０
０
０
円
引
き
上
げ
、
手
当
額

の
上
限
を
１
０
０
０
円
引
き
上

げ
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
令
和
元
年
12
月
期
の

勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
０
・

０
５
月
分
引
き
上
げ
、
令
和
２

年
度
以
降
に
つ
い
て
は
、
６
月

期
及
び
12
月
期
の
勤
勉
手
当
が

均
等
に
な
る
よ
う
配
分
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
本
市
一
般
職
の

任
期
付
職
員
に
つ
い
て
も
、
国

家
公
務
員
等
の
例
に
よ
り
所
要

の
改
正
を
す
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
特
別
職
の
職
員
の
期

末
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
本

市
職
員
の
勤
勉
手
当
の
改
定
に

準
じ
て
、
令
和
元
年
12
月
期
に

支
給
す
る
特
別
職
の
期
末
手
当

の
支
給
月
額
を
０
・
０
５
月
分

引
き
上
げ
、
令
和
２
年
度
以
降

に
つ
い
て
は
、
６
月
期
と
12
月

期
の
期
末
手
当
が
均
等
に
な
る

よ
う
配
分
す
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
第
２
号
会
計
年
度
任

用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝
本

市
職
員
の
給
与
改
定
に
準
じ
て
、

第
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
料
月
額
を
改
定
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
の
議
案

▽
館
林
市
役
所
庁
舎
耐
震
改
修

工
事
（
建
築
工
事
）
請
負
契
約

の
締
結
に
つ
い
て
＝
平
成
29
年

度
に
実
施
し
た
耐
震
診
断
に
お

い
て
、
本
市
庁
舎
の
耐
震
性
能

が
耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
建
物
の

耐
震
補
強
等
を
行
う
も
の
で
す
。

　

工
事
内
容
は
、
耐
震
鉄
骨
ブ

レ
ー
ス
新
設
工
事
、
壁
増
し
打

ち
工
事
、
特
定
天
井
改
修
工
事

等
で
あ
り
、
契
約
の
相
手
方
に

つ
い
て
は
、
４
社
の
参
加
に
よ

る
条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
の

結
果
、
河
本
工
業
株
式
会
社
が

落
札
し
た
た
め
、
２
億
８
０
１

７
万
円
で
契
約
を
締
結
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
水
質
管
理
セ
ン
タ
ー

沈
砂
池
設
備
改
修
工
事
委
託
に

関
す
る
協
定
の
変
更
に
つ
い
て

＝
平
成
30
年
第
２
回
定
例
会
に

お
い
て
議
決
さ
れ
た
協
定
か
ら
、

機
械
設
備
及
び
電
気
設
備
の
設

計
金
額
が
変
更
と
な
っ
た
た
め
、

精
算
に
伴
い
協
定
金
額
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
清
掃
セ
ン
タ
ー
焼
却

処
理
施
設
解
体
工
事
請
負
契
約

の
変
更
に
つ
い
て
＝
平
成
30
年

第
３
回
定
例
会
に
お
い
て
議
決

さ
れ
た
請
負
契
約
の
内
容
を
変

更
す
る
も
の
で
、
当
初
設
計
で

ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
む
外
壁
塗
装

の
除
去
対
象
と
し
て
い
た
外
壁

の
他
に
も
同
様
の
外
壁
が
あ
る

こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
１
１

７
７
万
円
の
増
額
に
て
変
更
契

約
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
市
道
５
３
６
０
号
線
の
路
線

廃
止
に
つ
い
て
＝
Ｊ
Ａ
邑
楽
館

林
本
所
敷
地
内
に
赤
羽
支
所
の

新
支
所
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ

る
土
地
利
用
の
変
更
に
伴
い
、

不
用
と
な
る
市
道
の
道
路
区
域

を
変
更
す
る
た
め
、
起
終
点
の

変
更
と
な
る
路
線
を
廃
止
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
市
道
５
３
６
０
号
線
の
路
線

認
定
に
つ
い
て
＝
Ｊ
Ａ
邑
楽
館

林
本
所
敷
地
内
の
土
地
利
用
の

変
更
に
よ
り
、
起
終
点
の
変
更

と
な
る
路
線
を
認
定
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

耐震改修工事が行われる市役所庁舎

▽
市
道
８
５
０
２
号
線
の
路
線

認
定
に
つ
い
て
＝
民
間
の
開
発

行
為
に
よ
り
朝
日
町
地
内
に
新

設
さ
れ
た
路
線
を
認
定
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
廃
止

▽
館
林
市
交
通
指
導
員
設
置
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
＝
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
よ

る
特
別
職
の
任
用
の
厳
格
化
に

伴
い
、
地
方
公
務
員
法
に
規
定


